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簡素化拡大の提案
春日井市健康福祉部介護・高齢福祉課

議題決定までの流れ
１ 春日井市での現状
２ アンケート結果
３ 他市の状況
４ 市からの提案
５ 議論
６ 簡素化拡大の決定について
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１ 春日井市の現状
【国の簡素化条件】
・第１号被保険者であること

・要介護更新申請であること

・⼀次判定における要介護度が、前回認定結果の要
介護度と同⼀であること

・現在の認定の有効期間が12か月以上であること

・⼀次判定における要介護度が「要⽀援２」⼜は「要
介護１」である場合、状態の安定性判定ロジックの判
定結果が「不安定」でないこと

・⼀次判定における要介護認定等基準時間が、⼀段
階高い要介護度から３分以内でないこと

【春日井市】
平成31年４月開始
国の簡素化要件に加え、

要介護４・５のみ
（有効期間は36カ月）

※令和3年4月〜
有効期間48か月へ拡大

２ アンケート結果 「介護認定審査会に関するアンケート調査について」
【期間】令和７年12月８日〜21日

【対象】春日井市介護認定審査会委員75名 【回答数】 69名（回答率 92％）

1.拡大し

てよい

46.4%

2.今のま

までよい

53.6%

Q 簡素化対象を拡大してよいか

1.一律48か月

がよい

92.8%

2.それ以外

7.2%

Q 有効期間
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Q 簡素化対象とする要介護度
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３ 他市の状況 （R7 要介護認定関係実施状況調査結果より）

簡素化の実施について

実施

50%

未実施

50%

【簡素化実施状況】 42団体中

実施している ・・・21団体

今後実施予定 ・・・3団体※

将来的に実施の意向がある・・・４団体
実施の意向はない ・・・14団体

※うち1団体は、令和８年４月開始予定

21
団
体
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３ 他市の状況
【有効期間】

団体数有効期間

1448か月

536か月

１
（碧南市）

要介護３∼５ 48か月

それ以外 36か月

１
（豊田市）

要介護４・５ 48か月
それ以外 36か月

【保険者独自要件】
簡素化実施の21団体のうち

独自要件あり 12団体
・要支援２・要介護１を除く ・・・７
(碧南市・⻄尾市・清須市・北名古屋市・みよし市・知多北部
広域連合・東三河広域連合）
・要支援２を除く …１（豊田市）
・要介護１を除く …１（日進市）
・要介護４・５のみ …2（春日井・小牧市）
・審議を要する特記事項がない…１(津島市)

独自要件なし 9団体

４ 事務局からの提案

【要介護度】 要⽀援２・要介護１を除く

→要支援１・要介護2・要介護3・要介護４・要介護５

【有効期間】 ４８か月

【理由】介護認定審査会委員テキストにおいて、要⽀援2及び要介護1については状
態の維持・改善可能性に係る審査判定を⾏い、必ず介護認定審査会での議論を通じて、
特記事項及び主治医意⾒書の内容を吟味の上、「認知機能の低下」「状態の安定性」
についての定義に基づき判定することとされており、事例毎の審査を要すると判断するとされ
ているため
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（参考）要⽀援２・要介護１の振り分け方

介護認定審査会委員テキスト
2009改訂版 P28

４ 事務局からの提案

二次判定

要介護２要介護１要支援２要支援１

2.6%15.6%81.7%0.1%要支援２一
次
判
定 12.5%69.6%17.9%0.0%要介護１

【要支援２及び要介護１】 一次判定別・二次判定別・認定件数集計

他の要介護度では一次判定と二次判定の結果
は約９０％以上が一致している
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４ 事務局からの提案

想定できる事例数

1,358件
令和６年度
簡素化対象となる件数

（要支援１・要介護２～５）

455回令和６年度審査会実施回数

１合議体あたりの平均件数

【参考】

・令和６年度審査会にて簡素化を外し、

通常事例となった件数・・・３件

令和６年度実績
（審査件数11,745件）

412件簡素化事例数（要介護４・５）

0.9件１合議体あたりの平均件数

2.98件

５ 議論

ご意⾒お願いします。
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４ 事務局からの提案

【要介護度】 （要⽀援２・要介護１を除く）

要支援１・要介護2・要介護3・
要介護４・要介護５

【有効期間】 ４８か月

適応開始日
令和８年４月１日
審査会審査分から

令和７年度春日井市介護認定審査会
連絡会議における決定事項

簡素化要件
【要介護度】

要支援１・要介護2・要介護3・
要介護４・要介護５

【有効期間】 ４８か月
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